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「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業補助金」 

 

間接補助事業者募集要領 

 

 

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金（以下、「事務局」という。）では、令和７年度

「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業補助金」を以下の

要領で募集します。 

 当事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年８月 27 日法律第 179 号）（以下「補助金適正

化法」という。）」、「交付要綱」、「交付規程」をよくご理解の上、また、下記の点についても十分にご

認識いただいた上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただくようお願いします。 
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I 事業概要 

1 事業目的 

GX2040 ビジョン(令和 7 年 2 月閣議決定)では、「脱炭素電源としての原子力を活用していくため、

原子力の安全性向上を目指し、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・設置に取り

組む」とともに「次世代革新炉の研究開発等を進めるとともに、サプライチェーン・人材の維持・強化に取り

組む」とされている。 

本事業では、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉に含まれる革新軽水炉及び小型軽

水炉について、その実現に向けた技術開発と、サプライチェーン高度化を支援することで、次世代革新炉

の開発・建設に向けた実用化開発の促進及び原子力産業基盤の維持・強化を図ることを目的とする。 

 

2 事業スキーム 

 
 

3 事業内容 

（1）次世代革新炉の技術開発 

革新軽水炉の新しい安全対策、小型軽水炉では我が国の技術的強み・実績のあるサプライチェー

ンの競争力向上に資する要素等の解析や試験などの取組を支援します。 

（2）次世代革新炉の開発・建設に向けた産業基盤強化 

革新軽水炉・小型軽水炉の開発・建設に向けて必要な技術項目に係る、機器・部素材等のサプ

ライチェーン高度化に資する研究開発・製造技術開発・製造実証等への取組を支援します。 

  

事務局 

経済産業省 

間接補助事業者 

民間団体等（複数） 

交付申請 補助金交付 近況報告、協議 

交付申請、

完了報告 

交付決定、 

確定検査・支払い 
状況報告 

進捗管理 

情報提供 

審査・評価委員会 
審査・評価依頼 

審査・評価報告 
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4 事業実施期間 

単年度事業：交付決定日～令和８年２月 13 日（金） 

二年度事業：交付決定日～令和９年１月 31 日（日）（各年度１月末締め） 

三年度事業：交付決定日～令和 10 年１月 31 日（月）（各年度１月末締め） 

 

本補助金は最大三年度に跨る複数年度事業として申請することも可能です。ただし、複数年度事

業での申請であっても、単年度事業での採択となることもあります。なお、最終的な事業実施期間につい

ては、経済産業省及び事務局と調整した上で決定することとします。 

スケジュールの概要は以下の通りです。 

 

1) 単年度事業の場合 

 
 

  

事務局 間接補助事業者

●審査・採択決定
　2025年6月中・下旬頃

●間接補助事業交付決定
　2025年7月上旬頃（予定）
　※採択決定後、補助事業内容に調整
　　が入ります。

●事業開始
　交付決定日以降

●中間検査
　2026年1月上～下旬頃

●最終報告会（書面 or Web会議）
　2026年2月中旬頃

●「間接補助事業終了」期限
　2026年2月13日(金)

●「間接補助事業実績報告書」提出期限
　2026年2月24日(火)

●確定検査
　2026年3月上～中旬頃

●補助金支払
　2026年3月下旬頃

スケジュール

審
査
・
採
択
決
定
・

交
付
決
定

事
業
の
実
施
・
検
査
・
支
払
い

審査・採択決定

「交付決定通知書」発行・発送

中間検査

補助金支払

「交付申請書」作成～提出

事業開始

最終報告

「概算払請求書」作成～提出

補助金入金

間接補助事業完了

「間接補助事業実績報告書」

作成～提出

確定検査

「額の確定通知書」発行・発送
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2) 複数年度事業の場合 

 
※２年度事業の場合、「事業実施中年度」のフローはありません（交付決定年度⇒事業完了年度）。 

  

事務局 間接補助事業者

●審査・採択決定
　2025年6月中・下旬頃

●間接補助事業交付決定
　2025年7月上旬頃（予定）
　※採択決定後、補助事業内容に調整
　　が入ります。

●事業開始
　交付決定日以降

●中間検査
　2025年11月上～12月下旬頃

●「間接補助事業年度末実績報告書」提出期限

　2026年2月10日(火)（1月末締め）

●最終報告会（書面 or Web会議）
　2026年2月中旬頃

●補助金支払
　2026年3月下旬頃

●確認検査
　2026年2月上～4月上旬頃

●中間検査
　2026年11月上～12月下旬頃

●「間接補助事業年度末実績報告書」提出期限

　2027年2月10日(水)（1月末締め）

●最終報告会（書面 or Web会議）
　2027年2月中旬頃

●補助金支払
　2027年3月下旬頃

●確認検査
　・2年度事業：2026年2月上旬～4月上旬頃
　・3年度事業：2027年2月上旬～4月上旬頃

●中間検査
　・2年度事業：2027年1月上～下旬頃
　・3年度事業：2028年1月上～下旬頃
●最終報告会（書面 or Web会議）
　・2年度事業：2027年2月中旬頃
　・3年度事業：2028年2月中旬頃
●「間接補助事業終了」期限
　・2年度事業：2027年1月31日(日)
　・3年度事業：2028年1月31日(月)
●「間接補助事業実績報告書」提出期限
　・2年度事業：2027年2月10日(水)
　・3年度事業：2028年2月10日(木)
●確定検査
　・2年度事業：2027年3月上～中旬頃
　・3年度事業：2028年3月上～中旬頃

●補助金支払
　・2年度事業：2027年3月下旬頃
　・3年度事業：2028年3月下旬頃

スケジュール

事
業
実
施
中
年
度
※

事
業
完
了
年
度

交
付
決
定
年
度

審
査
・
採
択
決
定
・

交
付
決
定

事
業
の
実
施
・
検
査
・
支
払
い

審査・採択決定

「交付決定通知書」発行・発送

中間検査

「交付申請書」作成～提出

事業開始

年度末報告

補助金入金

「間接補助事業年度末実績報告書」

作成～提出

補助金支払

「概算払請求書」作成～提出

確認検査

事
業
の
実
施
・
検
査
・
支
払
い

中間検査

年度末報告

補助金入金補助金支払

「概算払請求書」作成～提出

確認検査

「確認書」発行・発送

「返還請求書」発行・発送

差額分を返納

返還報告書

「間接補助事業年度末実績報告書」

作成～提出

「確認書」発行・発送

「返還請求書」発行・発送

差額分を返納

返還報告書

事
業
の
実
施
・
検
査
・
支
払
い

補助金支払

最終報告

「精算払請求書」作成～提出

補助金入金

間接補助事業完了

「間接補助事業実績報告書」

作成～提出

確定検査

「額の確定通知書」発行・発送

中間検査
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3) 複数年度事業についての補足 

・ 本補助金は最大３年度に跨る複数年度事業として申請することができる。なお、本補助金は国庫

債務負担行為を活用し、複数年の事業計画に切れ目なく対応できる制度としているが、年度毎の

実績報告を求めるものとする（下図参照）。 

 

＜複数年度事業（全体３年度）の場合＞※時期はあくまで目安 

 
 

・ 各年度の補助金上限額は、交付申請書に記載された補助金申請額とする。 

※ やむを得ない事由により、事業全体の補助金上限額の範囲内で事業内容の一部を変更し

ようとする場合には、あらかじめ事務局に連絡すること。補助金の総額について、当該交付申

請書に記載された総額を超えることはできない。 

・ 交付申請書において、複数年度にわたる継続工事等や複数年度で類似の工事等がある場合は、

各年度の実施内容の差異が明確に区別できるようにすること（各年度で同一項目がある場合は

内訳により年度間の差異を明示する）。 

・ 実施計画で計画した工事等の実績に応じた支払いをその年度に完了させること。 

・ ２年度目以降に事業を取りやめた場合（事業廃止）は、既に交付した補助金の返還が必要と

なることがある。 

・ 各年度事業実施分については、事務局が指示する期日までに年度末実績報告書を提出し、その

中で、当該年度内に支払いを予定している補助対象経費および金額を報告すること。 

なお、当該年度内に確認検査が実施されない場合には、精算払いを行うことができないため、概算

払いによる対応が必要となる。その場合は、事務局が指定する期日までに概算払請求書を提出す

ること。 

・ 予算上やむを得ない場合には交付決定額について減額等を行う場合があることに留意すること。 
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II 補助対象 

1 対象事業者の要件 

次の要件を満たす民間団体等とします。 

※複数の民間団体等による共同申請の場合やコンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を

決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。（ただし、幹事者が業務の全てを

他の者に委託することはできません。） 

 

① 日本に拠点を有していること。（民間企業の場合は日本法人を有していること。コンソーシアム形

式による申請の場合は幹事者が日本に拠点を有していること。） 

② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力

を有していること。 

④ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 

⑤ 間接補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理

的基礎を有すること。 

⑥ 事業目的・事業内容に記載された内容を達成するために十分に有効な事業を行うものであること。 

⑦ 間接補助事業完了後の事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。 

⑧ 本事業の取組や目的・成果等について、幅広いステークホルダーに情報発信を行うこと。ただし、連

結子会社の場合は親会社による幅広いステークホルダーへの情報発信をもって、これに替えることが

できる。 

⑨ 本事業の遂行により次世代革新炉の建設に寄与し、原子力産業基盤全体としてカーボンニュート

ラルへの移行に貢献するとともに、自社の温室効果ガス排出削減の観点からも、以下（ⅰ）及び

（ⅱ）の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。なお、GX リーグに参加する場合は、

これらの取組を実施したものとみなす。ただし、温暖化対策法における算定報告制度に基づく

2022 年度 CO2 排出量が 20 万ｔ未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該

当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに

替えることができる。 

（i） 国内における Scope1（事業者自ら排出）・Scope2（他社から供給された電気・熱・蒸気の

使用）に関する排出削減目標を 2025 年度（単年度及び 2028 年度までの複数年間）・

2030 年度について設定し、排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施

のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「ＧＸリーグ第三者検証ガイドライン」に

則ること。 

（ii） （i）で掲げた目標を達成できない場合には J クレジット又は JCM その他国内の温室効果ガス排

出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。 

⑩ 次のいずれかに該当する事業者ではないこと。 

イ 役員等のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下
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同じ。）に該当する者及び暴力団の構成員等の統制の下にあるもの（以下「暴力団員等」とい

う。）のある事業所 

ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所 

ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所 

ニ 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所 

ホ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の威力又は暴力

団員等を利用するなどしている事業所 

ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に

暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所 

ト 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有している事業所 

チ イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所 
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2 対象事業の要件 

（表 1）に掲げる技術項目に係る事業であって、次のいずれかの要件を満たす取組とします。 

 

① 次世代革新炉の技術開発 

革新軽水炉の新しい安全対策、小型軽水炉では我が国の技術的強み・実績のあるサプライチェーン

の競争力向上に資する要素等の解析や試験等を行うものであること。 

 

② 次世代革新炉の開発・建設に向けた原子力産業基盤強化 

革新軽水炉・小型軽水炉の開発・建設に向けて必要となる技術項目に係る、機器・部素材等のサ

プライチェーン高度化に資する研究開発・製造技術開発・製造実証等を行うものであること。 

 

（表１） 

技術項目 要素技術例 

安全関連設備の技術 工学的安全設備（原子炉停止系、制御棒駆動装置等） 

受動炉停止系、自然循環崩壊熱除去 

格納容器健全性、シビアアクシデント対策、被ばく低減 

LOCA 対策 

地震対策、津波対策、他の外部ハザード対策 

運転保守の技術 補修技術、検査技術 

冷却材漏洩検知 

炉心・燃料の技術 燃料・被覆管・集合体 

核/熱設計・評価手法、燃料構造設計・評価手法 

遮蔽設計・評価手法 

原子炉・冷却施設の技術 圧力容器、炉内構造物、原子炉格納容器、冷却系 

耐震・耐熱・流動の設計・評価手法、燃料交換機 

配管材料、弁構造、配管支持構造、熱交換器 

原子炉補助施設の技術 燃料出入機、燃料検査・処理・貯蔵設備、冷却材純化装備 

電気計装制御の技術 中性子計装、原子炉容器内計装、破損燃料検出装置 

制御棒位置計装、監視・制御・電気設備 

プラント周辺施設の技術 配管材料、弁構造、配管支持構造、熱交換器 

発電・電源設備、建屋構造、建設工法、機器構造、評価手法 
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III 対象経費の区分、補助率及び限度額等 

1 対象経費の区分 

事業目的に合致した取組に要する経費を補助対象経費とする。 

 

（表２） 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

会場費 
事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費（会議

借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 

事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に出席した外

部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金

等） 

備品費 
事業を行うために必要な物品（ただし、1 年以上継続して使用でき、当該事

業のみで使用されることが確認できるもの）の購入、製造に必要な経費 

（借料及び賃料） 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 

消耗品費 
事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（ただし、当該事

業のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費 

外注費 
間接補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものにつ

いて、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約） 

印刷製本費 
事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に

関する経費 

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 

事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。

原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。 

例） 

-通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 

-光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用の

メータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合） 

-設備の修繕・保守費 

-翻訳通訳、速記費用 

-文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 

委託費 
間接補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものにつ

いて、他の事業者に行わせるために必要な経費（委任・準委任契約） 
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2 補助率及び限度額 

補助率：１／２以内 

補助額上限：国庫債務行為含む 27 億円（事業額 54 億円） 

なお、最終的な実施内容、交付決定額については、経済産業省及び事務局にて調整した上で決

定することとします。 

 

3 補助対象経費からの消費税額の除外 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、交付規

程に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。 

これは、間接補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金

充当額について報告をさせ返還を命じることにより、間接補助事業者に仕入控除とした消費税等額のう

ち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、失念等による

報告漏れが散見されることや、間接補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとお

り取り扱うものとします。 

応募申請時の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金

額を算定し、応募申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる間接補助事業者にあっては、間接補助事業の遂行に支障を来すおそれがある

ため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

① 消費税法における納税義務者とならない間接補助事業者 

② 免税事業者である間接補助事業者 

③ 簡易課税事業者である間接補助事業者 

④ 国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表第３

に掲げる法人の間接補助事業者 

⑤ 国又は地方公共団体の一般会計である間接補助事業者 

⑥ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を

選択する間接補助事業者 
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4 間接補助事業者の義務等 

① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行

わないでください。 

② 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、事務局として、補助

金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

なお、事業に係る取引先（請負先、委託先以降も含む）に対して、不明瞭な点が確認された場

合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受

給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。 

③ 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとと

もに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年 10.95％の利率）を加えた額を

返還していただきます。併せて、経済産業省から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと

等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。 

④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第 29 条から第 32 条において、刑事罰等

を科す旨規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本事業の

申請手続を行うこととしてください。 

⑤ 事務局から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を行った経費については、補助金の

交付対象とはなりません。 

⑥ 間接補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは間接補助事業の

一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額１００

万円未満のものを除く）に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止

措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません（間接補助事業の実施

体制が何重であっても同様）。 

掲載アドレス： 

http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html 

⑦ 補助金で取得、または効用の増加した財産(取得財産等)を当該資産の処分制限期間内に処

分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること）し

ようとする時は、事前に処分内容等について承認を受けなければなりません。なお、必要に応じて取

得財産等の管理状況について調査することがあります。 

（注）間接補助事業者は、当該取得財産等については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める期間においては、処分（補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供すること）はできません。ただし、やむを得ない不測の事態の発生等により、

当該取得財産等を処分する必要があるときは、事前に承認を受けることにより、当該取得財産等の処分も可能で

すが、その場合には、原則として、補助金の全部又は一部を返納していただくことになります。 

⑧ 間接補助事業の実施状況の把握のため、定期的に進捗状況を確認いたします。 

⑨ 補助金の交付については、補助金適正化法の定めによるほか、交付規程により、交付申請書等

の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続等を定めております。また、間接補助事業に係る

具体的経理処理、補助対象経費の考え方、確定検査の実施等については、「補助事業事務処

理マニュアル」において基本的事項を記述しておりますので、間接補助事業に応募・事業開始され

http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
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る際に、事前に内容を確認してください。 

補助事業事務処理マニュアル： 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.p

df 

⑩ 事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

 

なお、間接補助事業を遂行するにあたり、以下に記載する事項も対応ください。 

 

(1) 最終報告会への最終成果の報告 

間接補助事業の実施結果や得られた成果、今後の計画の確認のため、最終成果報告会を対面

または WEB 会議等にて開催します（概ね２月頃の開催を想定）。間接補助事業者は、最終

成果を取りまとめた説明資料を作成し、報告会にて成果を報告してください。報告会後、間接補

助事業者は、事務局から送付される委員からのコメント等に回答してください。 

(2) 事業の報告・相談 

事業の実施計画、進捗状況、事業成果等について、経済産業省または事務局の求め、もしくは

間接補助事業者の必要に応じて報告、相談することとします。なお、事業の実施計画は、実施内

容を詳細かつ網羅的にブレークダウンするとともに実施時期・期限を明確にし、事業を開始してくだ

さい。進捗状況について、月次に、また、事務局の求めに応じ、実施計画（参考資料）も用いて

提出することとします。また、本事業の効果を高めるために、経済産業省との協議の上で事務局等

が行う取組に協力することとします。 

  

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf
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5 補助金の支払い 

5.1 支払時期 

補助金の支払いは、基本、事業終了後の精算払となります。 

※資金繰りへの影響等を踏まえ、概算払を希望する場合は、事務局にご相談ください。必要な書類

等をご案内いたします。概算払手続に必要な書類フォーマットは以下 URL に掲載されています。 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 

 

5.2 支払額の確定方法 

事業終了後、間接補助事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、

支払額を確定します。なお支払額が確定した後、額の確定通知書を発行し、間接補助事業者に送付

します。 

支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内とする。その際、実際に支出したと認められる

費用のみが補助対象経費となりうる。このため、全ての支出には、その詳細を明らかにした帳簿類及び領

収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさな

い経費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。 

 

5.3 補助金の支払 

額の確定通知書の送付後、間接補助事業者から精算払請求書の提出を求めます。受領した精算

払請求書に不備がないことを事務局が確認したうえで、間接補助事業者に補助金を支払います。 
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IV 応募申請書類の提出について 

1 受付期間 

締切日：令和７年６月１６日（月）正午必着 

 

2 提出方法 

応募書類は jGrants でご提出ください。やむを得ない事情により jGrants での提出が困難な場合は、

事務局にご相談ください。 

jGrants を利用するには、GBizID プライムアカウント登録が必要です。アカウント取得については、２

週間程度を要しますので、アカウント未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。なお、jGrants

に関する登録方法や操作方法等のご質問にはお答えできませんのでご了承ください。 

※jGrants 操作方法：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れ」タブ ＞「事業者クイックマニュアル」を参照 

 

3 申請書作成等の問い合わせ先 

説明会は実施いたしません。質問がある場合は、下記期間にメールで行ってください。 

期間：令和７年 5 月 15 日（木）～令和７年 6 月 9 日（月）１２時 

連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプラ

イチェーン構築支援事業補助金に関する質問」とし、本文に「所属組織名」「氏名（ふりがな）」「所属

（部署名）」「電話番号」「メールアドレス」を明記願います。 

質問への回答につきましてはご連絡頂きました、「メールアドレス」までご連絡致します。 

 

4 提出書類について 

① 以下の書類一式をご提出ください。 

・ 申請書（様式１） 

・ 提案書（様式２） 

・ 事業概要（様式３） 

・ 実施体制図（様式４） 

・ 暴力団排除に関する制約事項（様式５） 

・ その他補足資料等 

※上記の様式１～５以外にも確認資料等がありますので、「提出書類等チェックシート」を必ずご

確認ください。 

② 応募書類に記載された情報については、本事業の採択に関する審査をし、また事業を支援す

る以外の目的には使用しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成11年５月14日法律第42号）に

基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公

開の対象となりますのでご了承ください。 

③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作成費

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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用は支給されません。 

④ 提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で

実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記

載された内容に大幅な変更があった場合には、その後の交付手続きにおいて交付決定を行わ

ないことがあります。 
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V 採択の審査及び結果通知について 

1 採択時の主な審査内容 

審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、代表権を有するものによる書面提出を求めるほか、

追加のプレゼンを求めることがあります。「対象事業者の要件」及び「対象事業の要件」を満足していない

場合、審査対象外となることがあります。交付先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関

する問合せには応じません。 

※ プレゼンは１件あたり最大 30 分を予定しているが、応募申請件数次第で前後する可能性がある。 

※ プレゼンは以下の日程での開催を予定している。 

令和７年６月２５日（水）１０時～１２時 

令和７年６月２５日（水）１５時～１７時 

※ 具体的な実施日程は、公募締切後に別途調整を行うが、プレゼンの日程調整は採択を確約する

ものではないため、日程が確定した後に不採択となった場合には、面接審査を行わない。 

 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

① 基本的事項（必須項目） 

(ア) 補助対象に記載の「対象事業者の要件」及び「対象事業の要件」を満足しているか。 

(イ) 提案内容が本事業の目的に合致しているか。 

(ウ) 次世代革新炉建設に向けた課題・ニーズを想定した上で、提供価値とそれを実現する事業

計画を提案できているか。 

(エ) 提案内容は、独自性・新規性・他社に対する優位性等を有しているか。 

(オ) 事業の開始から終了後の 2040 年（GX2040 ビジョン）、あるいは 2050 年（カーボンニュ

ートラル）までに、次世代革新炉建設へ向けて自立化に至るスケジュールが計画されており、

その計画立案における根拠が妥当であるか。 

(カ) 本事業を遂行するための知見を有し、実施方法等について本事業の成果を高めるための効

果的な工夫が見られるか。 

(キ) 円滑に遂行するために事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

(ク) 間接補助事業の規模に見合った将来の事業規模が想定されているか。 

(ケ) 事業を遂行するための資力、資金調達能力を有しているか。 

(コ) 必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。 

 

② 産業競争力強化への貢献・実用化に関する審査（必須項目） 

(ア) 事業の実施により、次世代革新炉建設に寄与することで原子力産業全体としての人的・物

質的投資の拡大に貢献するとともに、自社成長性の向上や良質な雇用の維持・強化、他社

への受発注による経済効果等が認められるか。 

(イ) 提案内容に対して、経営層や事業部門全体として深く関与し、機動的・継続的に経営資源

を投入するための組織体制が構築されているか。 

(ウ) 将来の自立化に向けて、提案する製品・サービス・技術の需要家を巻き込むことや自ら資本
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市場から資金を呼び込む計画となっているか。 

(エ) 提案内容は、補助を前提としない場合には、経済面や技術面、その他予見性等の観点から、

実施が困難な計画と言えるか。また、補助を前提としない場合は内部利益率や投資回収期

間など投資判断に至る水準に達しないことが、可能な限り定量的に示されているか。 

 

③ 人材確保に向けた取組に関する審査 

(ア) 補助対象事業の実施にあたり、賃上げ等の具体的な手段によって、人材確保に向けた取組

を行っているか。（必須項目） 

(イ) 暦年/事業年度において、対前年/前年度比で大企業は３％以上、中小企業等は 1.5％

以上の賃上げに取り組む予定があり、その旨を従業員に表明しているか。（加点項目） 

(ウ) ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けて、女性の職業生活における活躍の推進や次世代育

成支援対策、青少年の雇用の促進等に関する取組を行っているか。ワーク・ライフ・バランス等

推進企業の認定等を受けているか。（加点項目） 

 

2 採否の通知等 

審査結果（採択または不採択）の決定後、事務局から速やかに電子メールにて通知します。また、

補助要件を満たさない申請は、最終公表を待たずに不採択の通知を行う場合があります。 

 

VI 交付決定 

採択された申請者が、事務局に補助金交付申請書を提出し、それに対して事務局が交付決定通

知書を申請者に送付し、その後、事業開始となります（補助金の交付決定を通知する前において、発

注等を行った経費については、補助金の交付対象とはなりません）。 

なお、採択決定後から交付決定までの間に、経済産業省と事務局の協議を経て、事業内容・構成、

事業規模、金額の変更などの条件を付す場合があります。また、交付条件が合致しない場合には、交

付決定ができない場合もありますのでご了承ください。 

交付決定後、間接補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情

報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。  
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VII 問い合わせ先 

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金 

補助事業担当：稲垣、千葉 

電子メール：「grants@eco-future.net」宛て 

 

お問合せは電子メールでお願いします。電話でのお問合せは受付できません。 

なお、お問合せの際は、件名（題名）を必ず「次世代革新炉補助金」としてください。他の件名（題

名）ではお問合せに回答できない場合があります。 

 

以上 
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